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１ 点検及び評価の概要 

 

（１）点検及び評価について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、毎年その権限に属する事務の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に

提出し、あわせて公表をしています。 

 この点検及び評価は、教育委員会が教育行政事務に関し独立した執行権限を有する

機関であることから、どのように事務が執行されているかを自らチェックし、広くそ

の状況を説明する必要があるとの目的で設けられているものです。 

 十勝圏複合事務組合は管内 19市町村が共同で設立した一部事務組合であり、当教育

委員会においては、管内の教職員等の研修を実施する十勝教育研修センター及び管内

の保健医療従事者の育成を目的とする帯広高等看護学院の運営を行っています。 

 この点検及び評価の結果を今後の両施設の運営に反映させ、更なる改善を推進し、

効果的・効率的な事業の実施を図ります。 

    

（２）対象及び実施方法   

 令和６年度に実施した事業等を対象として、点検及び評価を実施しました。 

教育委員会の活動状況については、教育委員会会議の開催状況について、十勝教育

研修センター及び帯広高等看護学院の運営状況については、運営の現状と課題及び今

後の取り組みの方向性を明らかにしています。 

 

（３）学識経験者の知見の活用 

 学識経験者から点検及び評価に関する意見や助言をいただき、教育委員会が点検及

び評価を行うに当たって客観性を確保するとともに、今後の取り組みに向けた活用を

図ります。 

 

 

○ 参考 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された

事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 
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２ 教育委員会の活動状況の点検及び評価 

 

 教育委員会会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び十勝圏複合事務組

合教育委員会運営に関する規則に基づき、議会の同意を得て任命した教育長及び４人の

委員が、十勝教育研修センター及び帯広高等看護学院に関する事務の管理及び執行の基

本的な方針や、教育委員会規則の制定など、管内の教職員等の資質の向上や地域の保健

医療を支える人材の育成に関する様々な議題について審議しています。 

 令和６年度は会議を５回開催し、それぞれの会議では、事務局から付議案件について

説明を行い、教育委員会委員の質疑・審議を経て、いずれも決定・了承されました。 

 今後も、十勝圏複合事務組合の教育委員会としての役割を果たすため、管内市町村と

の連携を図りながら、管内の教育や保健医療を取り巻く課題等への対応など、十分な質

疑や審議を行っていきます。 

 

（１）十勝圏複合事務組合教育委員会名簿        令和７年３月31日現在 

役  職 氏 名 備     考 

教育長 広瀬 容孝 令和４年８月２日就任 

委員 

（教育長職務代理者） 
加賀 学 

令和２年５月28日就任 

（令和３年４月１日教育長職務代理者就任） 

委員 福地 隆 令和５年６月29日就任 

委員 有田 勝彦 令和６年５月31日就任 

委員 程野 仁 令和６年６月１日就任 
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（２）教育委員会会議の開催状況 

期   日 番 号 案        件 

令和６年第３回 

令和６年５月９日 

議案第３号 十勝圏複合事務組合教育委員会教育委員の辞職について 

令和６年第４回 

令和６年５月21日 

議案第４号 十勝圏複合事務組合教育委員会教育委員の辞職について 

令和６年第５回 

令和６年10月 30日 

議案第５号 

 

議案第６号 

 

議案第７号 

 

令和６年度十勝圏複合事務組合一般会計補正予算（第１

号）について 

令和５年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出決算認

定について 

令和６年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検

及び評価について 

令和７年第１回 

令和７年２月４日 

報告第１号 

 

報告第２号 

議案第１号 

 

議案第２号 

令和６年度十勝教育研修センター研修講座受講状況につ

いて 

令和７年度帯広高等看護学院入学者選抜状況について 

令和７年度十勝圏複合事務組合一般会計歳入歳出予算に

ついて【非公開】 

帯広高等看護学院授業料等徴収条例の一部改正について

【非公開】 

令和７年第２回 

令和７年３月25日 

議案第３号 十勝教育研修センター研修講座に関する講師謝礼及び 

旅費の支払い規程の一部改正について 

・教育委員会会議 開催回数  ５回 

          議決案件  ８件 

          報告案件  ２件 
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３ 十勝教育研修センターの運営状況の点検及び評価 
 

十勝教育研修センターは、教育に関する研修や研修の調査研究を行うことを目的に、

管内19市町村で共同設置した教育研修施設です。特に研修の分野においては、教職員等

の資質能力の向上のため、令和６年度は年間46の講座を「教科別講座」、「領域別講座」、

「特設講座」の３区分により開講し、十勝における教育力の向上に大きく寄与している

ものと考えています。 
 

（１）現状と課題 

 ① 研修講座の実施状況   

令和６年度は、第 19期３か年事業計画の２年次であることから、第 19期事業計画・

事業実施計画に基づいた講座の立案及び運営を推進し、令和５年度の講座実施による

講座講師の意見や受講者アンケートから見いだされた反省・改善事項について、指導

員会議や事業推進委員会等において検証を行い、「半日受講可能講座促進」など講座

内容等の更なる充実に努め、講座の開催を行いました。 

受講実績としては、定員数 740名に対し、1,102名（受講率 148.92％）の受講があ

り、昨年度実績（受講率 156.62％）には及ばなかったものの、継続して高い受講率を

記録したところです。講座ごとの実績では、「国語（小学校）」「算数」「音楽（小学校

Ⅰ）」「音楽（小学校Ⅱ）」「ICTの活用 Ⅱ（中級）」では、担当講師の配慮により 300％

を超える受講者を受け入れていただきました。全体では、受講率が 100％以上となっ

た講座は 28 講座あり、一方、定員に満たない講座もありましたが、受講率が 50％を

下回る講座は２講座のみでした。また、受講希望者数は、定員を上回る 1,222名を数

えましたが、施設や設備の関係で受講調整を行いました。 

近年の受講希望者増の要因としては、希望が多かった夏期休業中に開設する講座や

半日受講可能講座を増やしてきたことで、より参加しやすくなったものと考えていま

す。また、各教員の計画的な資質向上に向けた研修制度が推進され、教員としての専

門性の向上を目指すため、教員個々が主体的に研鑽する機会を求めるなど、教員の研

修参加への意欲が高まっているように思われます。加えて、当研修センターの研修講

座が、先生方のニーズに基づいた内容を設定していることや教職員同士の交流が図ら

れる対面集合型の研修形態を基本していることが受講希望者の増加に寄与している

ものと捉えています。 

 

② 受講者に対するアンケート調査結果 

令和６年度の講座受講者に対するアンケート調査結果を見ると、講座の開設時期に

ついては 95.7％の受講者が「良い」、講座の内容については 97.0％の受講者が「期待

に応えている」、92.0％の受講者が「研修内容の質・量とも良い」と回答しておりま

す。また、「今後の実践に大いに活かせる」が 86.8％と高い評価となっており、講座

の継続性についても 91.8％が「現行で継続」と回答しております。 

アンケートの自由記述としては、「デジタル教科書、ロイロノート、ChatGTP など、
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使わなければならないツールを取り上げていただけたので役に立った。」「２学期にや

ってみたいと思う内容ばかりでとても良かったです。」「他の先生方との交流があると

少しでも不安を共有でき、安心した。」といった ICT 活用など専門的な知識や技能の

習得、特に教科指導における実践例の紹介、そして、受講者相互の交流や情報の共有

について、多くの肯定的な意見をいただいております。 

一方、課題としては、研修センターの Wi-Fi環境の充実、学校行事を配慮した開催

の時期、講座内容、今日的な教育課題に対する対応、多様化する子どもへの対応など

の要望や意見も寄せられています。 

 

（２）今後の取り組みの方向性  

今後も教育を取り巻く情勢の変化を的確に捉えて、実践的な知識・技能の習得や教

養を高め視野を広げることができる研修機会の提供に努めていくほか、教職員の更な

る資質向上に向けて、研修センターの強みである教職員同士の交流やつながりを深め

る対面・集合型研修による講座の充実を図るとともに、教職員のニーズや要望を踏ま

えた質の高い講座の展開を目指した工夫改善を図ります。 

また、管内市町村教育委員会や学校、十勝教育局などの関係機関との連携を深め、

指導員や事業推進委員の協力をいただきながら、次のような観点から取り組みを進め、

円滑な事業の実施を図ります。 

・国や北海道、管内における教育の動向や課題などの研修に係る情報収集を積極的に

進め、受講者の目的や課題解決に対応できる研修講座の充実に努めます。 

・個別最適な学びや協働的な学びなどの新時代の学びを支えるために必要不可欠な

ICT活用能力の習得への環境整備を継続的に進めます。 

・理論と実践のバランスがとれた魅力ある講座の展開を図ります。 

・学校行事等を考慮した講座開設日の工夫や半日講座・半日受講可能講座の開設増な

どに努め、参加しやすい環境づくりを進めます。 

 

○ 参考資料 

資料番号 内      容 掲載頁 

資料１ 十勝教育研修センター「第 19期事業計画」  Ｐ.６ 

資料２ 令和６年度十勝教育研修センター利用状況  Ｐ.８ 

資料３ 令和６年度研修講座アンケート調査結果について Ｐ.９ 

○ 研修講座の様子 

 

   

R6.7.29 算  数 

 

R6.8.2  ＩＣＴの活用Ⅰ 

 

）） 

 

R6.8.7 民間・地域に学ぶ
仕事術① 
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○十勝教育研修センター「第19期事業計画」     

 

１ 目的 

この計画は、これまで培われた十勝管内の教育基盤をもとに、持続可能な社会に

おいて幼児児童生徒に生きる力をはぐくむことを目指し、19市町村が共同して教職

員に研修機会を提供することにより、専門職としての資質を高め、管内教育の進展

に資することを目的とする。 

 

２ 基本方針 

(1) 管内の市町村が共同で運営する研修施設としての役割を踏まえ、体系的な研修

機会の構築と今日的な課題に対応できる研修講座を展開する。 

(2) 研修事業は、本事業計画及び実施計画を基本としながら、学校等の意見・要望

を参考に、講座内容の精選や工夫・改善を図り、魅力ある講座づくりに努める。 

(3) 研修内容は、専門的知識や実践的指導力の向上はもとより、広い視野、豊かな

人間性など総合的な人間力の育成を目指す。 

(4) 今日的な教育の動向を踏まえ、社会や学校を取り巻く状況変化に対応できる教

職員の資質向上を図る講座の開設に努める。 

(5) 関係機関との連携を深め、調和ある研修事業を推進するとともに、研修施設と

しての環境整備の充実を図る。 

 

３ 事業計画の内容 

(1) 第18期事業の成果及び反省点を踏まえ、学校等や受講者の意見・要望を参考に、

講座内容を精選する。 

(2) 幼稚園・認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校の相互連携を密にする

とともに、生涯学習の観点に立ち、学校教育と社会教育の分野・領域間の結び付

きを深める。 

(3) 講座の開設は、目的意識や課題等を明確にもって参加できるよう内容及び方法

を工夫する。 

(4) 研修機会を活用して自己研鑽を図り、教職としての資質を高めるとともに、実

践的指導力を実効あるものにしていく。 

(5) 研修講座の関連する講座において、下記２項を踏まえるものとする。 

ア 教職員の資質向上に関する５つの指標、①教職に必要な素養、②学習指導、 

③生徒指導、④特別な配慮や支援を必要とする子供への対応、⑤ICTや情報・ 

教育データの利活用の関連付けを図る。 

イ 個別最適な学びと協働的な学びを通じた、「主体的・対話的で深い学び」の 

実現に向けた授業改善に資する。 
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４ 事業推進の方法 

(1)  第19期事業計画は令和５年度から７年度までの３年間とし、受講者定員は、管 

内教職員総数の８割が受講できる定員を設定する。 

第１９期 

１年次 令和５年度 

２年次 令和６年度 

３年次 令和７年度 

(2)  受講に際しては、前年度の講座を受講できなかった教職員を優先する。 

(3)  講座の開設期間は、６月から翌年１月までを目途とし、長期休業中の開設を考 

慮する。 

(4)  日程及び受講者は、各講座とも、基本的に１日とする。但し、課業日（長期休 

業日以外）に実施する講座において、半日単位の講座を設定することができる。 

①午前・午後で研修内容が完結する１日単位の講座においては、半日単位の受講 

を可能とする。 

②１日単位の講座を半日単位の２回に分けて設定することができる。 

(5)  講座の担当講師は（以下「内部講師」という。）、管内の幼稚園・認定こども園、 

学校、指導機関及び研修機関の職員とし、１講座２名を原則とする。 

   内部講師は、次のことを担う。 

 ①講座の実施計画立案、運営、指導・助言、講座終了後のまとめなど。 

②下記について考慮し、講座を開設することができる。（別紙規程参照） 

  〇外部講師の招聘 

   〇全道研及び北海道立研究所等の受講内容の活用 

※受講内容の報告と合わせて､受講内容に基づいた実践報告及び協議等を実 

施すること。 

  〇公開研究会の活用 

※公開研究会を充てる場合は、例えば十勝教育研修センターに戻って協議を 

行うなど講座としての取組を行うこと。 

(6)  教科別講座において、小中連携をテーマとして合同で講座を開設することが 

できる。その場合の受講定員は両講座の合算とする。 

(7) 研修形態は、対面集合型を基本とするが、状況によっては、同時双方向型の 

オンラインの活用を図る。 

(8) 研修に必要な教材・教具・環境等については、計画的な整備に努める。 

(9)  研修目的及び内容等については、今日的な教育の動向並びに社会情勢の変化 

により、指導員会議に諮り、適宜、見直しをするものとする。 

 

５ 開設講座 
開設講座及び定員は、次のとおりとする。 令和５・７年度    令和６年度 

(1)  教科別講座                 ２５講座     ２４講座 

(2)  領域別講座                 １６講座     １６講座 

(3)  特設講座                        ４講座      ５講座 

                   計       ４５講座     ４５講座 

                  受講定員  ７４０  名        ７４０  名 
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【令和６年度】　受講者アンケート結果
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初
め
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で
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２
～

５
回
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６
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９
回

１
０
回
以
上

国語（小学校）Ⅰ 25 0 22 3 0 0 6 10 5 4 10 12 3 25 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 23 2 0 2 5 9 9

国語（小学校）Ⅱ 11 0 9 2 0 0 1 7 1 2 4 5 2 9 2 11 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 10 1 0 0 4 2 5

国語（中学校） 18 0 0 18 0 0 5 10 1 2 9 6 3 17 1 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 16 2 0 15 3 0 4 10 3 1

社会（小学校） 7 0 7 0 0 0 2 3 1 1 4 1 2 6 1 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 6 1 0 0 1 3 3

社会（中学校） 8 0 2 6 0 0 2 3 2 1 4 3 1 8 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 7 1 0 2 4 1 1

算数 21 0 21 0 0 0 5 11 2 3 13 6 2 21 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 0 21 0 0 18 3 0 1 2 9 9

数学 14 0 0 14 0 0 6 3 3 2 7 3 4 14 0 14 0 0 0 12 0 0 0 2 13 0 1 12 1 1 10 4 0 3 5 3 3

理科（小学校） 23 0 15 7 1 0 6 9 6 2 12 8 3 22 1 21 2 0 0 19 2 0 0 2 22 0 1 20 3 0 17 6 0 2 7 5 9

理科（中学校） 19 0 2 16 1 0 5 6 2 6 7 3 9 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 17 2 0 2 6 5 6

図画工作Ⅰ 9 0 9 0 0 0 1 1 3 4 5 4 0 9 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 2 2 5

図画工作Ⅱ 6 0 5 1 0 0 0 3 1 2 1 3 2 5 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6

美術 9 0 0 9 0 0 5 1 1 2 2 4 3 7 2 6 0 0 3 6 0 2 0 1 9 0 0 8 1 0 6 3 0 2 2 3 2

音楽（小学校）Ⅰ 52 0 52 0 0 0 6 23 7 16 17 29 6 46 5 52 0 0 0 49 1 0 0 1 51 0 1 50 2 0 49 3 0 1 12 16 23

音楽（小学校）２ 31 0 31 0 0 0 3 14 7 7 14 9 8 28 3 31 0 0 0 30 1 0 0 0 30 0 0 29 2 0 27 4 0 1 6 11 13

音楽（中学校） 22 0 1 20 1 0 7 6 6 3 4 7 11 21 1 21 0 0 1 20 2 0 0 0 21 0 1 22 0 0 20 2 0 1 7 6 8

体育（小・中学校） 39 0 13 24 2 0 17 16 2 4 11 19 9 35 4 39 0 0 0 37 1 1 0 0 38 0 0 38 1 0 35 4 0 5 14 10 10

技術・家庭（技術） 13 0 1 12 0 0 6 1 3 3 5 3 5 13 0 13 0 0 0 12 1 0 0 0 12 1 0 12 1 0 12 1 0 2 2 2 7

技術・家庭（家庭） 10 0 0 9 1 0 6 0 1 3 5 3 2 10 0 9 1 0 0 9 0 0 1 0 10 0 0 9 1 0 7 3 0 3 4 0 3

書写（Ⅰ） 19 0 19 0 0 0 2 7 5 5 10 8 1 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 6 6 7

書写（Ⅱ） 9 0 9 0 0 0 3 4 1 1 5 3 1 9 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 0 2 4 3

特別活動 6 0 2 4 0 0 2 1 2 1 5 1 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 0 4 0 2

外国語・外国語活動 15 0 13 2 0 0 3 1 8 3 7 8 0 15 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 13 2 0 1 7 2 5

外国語（中学校） 19 0 1 18 0 0 12 2 3 2 7 10 2 19 0 19 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 4 10 3 2

特別の教科道徳 7 0 2 4 1 0 3 2 2 0 4 3 0 7 0 7 0 0 0 4 1 1 0 1 7 0 0 5 2 0 6 1 0 0 1 2 4

ＩＣＴの活用Ⅰ 17 0 13 4 0 0 2 3 4 8 11 4 2 17 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 16 1 0 14 3 0 0 5 5 7

ＩＣＴの活用Ⅱ 54 0 41 12 1 0 5 22 10 17 37 13 4 54 0 48 2 3 1 42 6 2 1 3 50 2 1 35 18 1 44 10 0 1 18 13 22

キャリア教育 4 0 0 4 0 0 2 1 1 0 1 0 3 4 0 4 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2 2 0 2 1 3 0 0 1 2 1

生徒指導・教育相談 6 0 4 2 0 0 0 4 0 2 6 0 0 5 1 6 0 0 0 5 1 0 0 0 6 0 0 5 1 0 4 2 0 0 1 0 5

特別支援教育 20 0 15 5 0 0 5 5 5 5 15 4 1 20 0 19 0 0 1 18 0 1 0 1 19 0 1 17 3 0 19 1 0 3 7 9 1

インクルーシブ教育 11 0 4 7 0 0 1 5 2 3 8 3 0 7 4 11 0 0 0 6 2 2 0 1 9 1 1 5 6 0 6 5 0 1 5 0 5

学校保健 40 0 25 15 0 0 27 8 1 4 7 22 11 40 0 40 0 0 0 38 1 1 0 0 40 0 0 40 0 0 39 1 0 5 14 14 6

性教育 23 0 10 12 1 0 12 3 2 6 6 12 5 22 1 23 0 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 21 1 1 21 2 0 3 6 8 6

複式教育 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2

図書館教育 11 0 5 6 0 0 1 1 3 6 5 4 2 9 2 7 1 2 1 6 2 2 1 0 9 2 0 8 3 0 8 3 0 1 3 1 5

学校における食育 19 0 13 3 1 2 4 8 1 6 9 5 5 19 0 18 1 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 15 4 0 4 4 3 8

幼児教育Ⅰ 10 9 1 0 0 0 4 5 1 0 4 6 0 10 0 8 1 0 1 7 2 1 0 0 9 1 0 9 1 0 8 2 0 0 6 3 1

幼児教育Ⅱ 15 13 1 0 0 1 5 5 4 1 9 5 1 15 0 14 0 0 1 13 2 0 0 0 13 1 1 13 2 0 12 3 0 3 9 2 1

学校事務 17 0 12 5 0 0 13 1 3 0 7 6 4 16 1 17 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 17 0 0 17 0 0 7 6 3 1

学校に地域（CS) 7 0 0 2 0 5 4 1 0 2 6 1 0 7 0 7 0 0 0 6 0 0 0 1 6 0 1 6 1 0 7 0 0 1 3 2 0

学校経営・危機管理 19 0 13 6 0 0 0 0 5 14 13 6 0 18 1 19 0 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 0 4 4 11

授業づくりⅠ 12 0 4 8 0 0 4 5 2 1 10 1 1 12 0 12 0 0 0 10 0 2 0 0 12 0 0 12 0 0 7 5 0 1 4 4 3

授業づくりⅡ 6 0 4 2 0 0 3 1 2 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 5 1 0 0 3 3 0

民間・地域に学ぶ仕事術① 18 0 15 3 0 0 2 5 1 10 11 4 3 18 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 13 5 0 2 1 1 13

民間・地域に学ぶ仕事術② 28 0 24 4 0 0 6 4 5 13 22 5 1 28 0 27 0 1 0 27 0 0 0 1 28 0 0 27 1 0 25 3 0 2 9 7 10

今日的な教育課題① 9 0 5 4 0 0 3 0 2 4 9 0 0 9 0 9 0 0 0 8 0 0 0 1 9 0 0 5 3 1 8 1 0 0 3 2 4

今日的な教育課題② 6 0 3 3 0 0 0 0 2 4 6 0 0 5 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 5 1 0 1 1 0 4

766 22 450 276 10 8 217 231 131 187 381 263 122 733 32 743 8 6 9 705 26 15 3 16 743 8 11 703 57 6 665 101 0 71 236 193 262

2.9 58.7 36.0 1.3 1.0 28.3 30.2 17.1 24.4 49.7 34.3 15.9 95.7 4.2 97.0 1.0 0.8 1.2 92.0 3.4 2.0 0.4 2.1 97.0 1.0 1.4 91.8 7.4 0.8 86.8 13.2 0.0 9.3 30.8 25.2 34.2
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４ 帯広高等看護学院の運営状況の点検及び評価 

 

帯広高等看護学院は、十勝地域の保健医療従事者の育成を目的に、保健師助産師看護

師法に基づき設置された看護師養成３年課程の専修学校です。 

昭和 45年（1970年）開校以来、令和６年度まで 1,734名の卒業生を輩出しています。 

 

（１）現状と課題 

 

① 教育課程等の状況 

本学院では、看護師として必要な知識・技術・態度を修得するとともに、豊かな人

間性と倫理観を養い、十勝地域の保健医療福祉の向上発展に貢献できる職業人の育成

を目的に教育しています。 

また、開学からの教育理念である「人間の尊厳」を核に置き、地域で暮らす人々が

持てる力を最大限に発揮し、住み慣れた地域で最期までその人らしく暮らし続けるこ

とを支援できる看護実践者の育成を目指しています。 

令和４年度から新カリキュラムとなり、教育課程は 99単位 3,000時間から 103単位

3,075 時間へ改正したほか、対象者や生活の場に応じた看護を提供するため、コミュ

ニケーション能力と臨床判断能力を強化するための講義と演習を新設しました。 

さらに、各専門看護学においては、演習にシミュレーション学習を取り入れ、看護

技術や問題解決能力を主体的に身に付けられるよう構成しています。 

臨地実習は、学内で学んだ知識・技術・態度の統合を図りながら、看護師としての

役割や責務を自覚し、行動する能力を身に付けるための重要な授業科目であることか

ら、講義・演習・実習の積み上げがより効果的になるよう組み立て展開しています。 

令和６年度からは全学年が新カリキュラムに移行しました。１年次には地域・在宅

看護論実習を健診センターや地域高齢者サロン、介護・障害者施設で実施し、２年次

には小児看護実習を地域子育て支援センターで行いました。さらに、３年次には母性

看護学実習として母子保健事業の見学実習を実施するなど、病院をはじめ、訪問看護

ステーション、介護老人保健施設、保育所、十勝管内市町村の包括支援センターなど、

多くの事業者の協力を得て教育効果を高めることができました。 

今後も可能な限りより良い学習環境で学びを継続できるよう、実習施設及び講師と

の連携を図りながら学生の主体的な学習を支援し、専門職業人としての成長を促進し

ていく必要があります。 
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 ② 卒業生の輩出 

 令和６年度は 47 名の卒業生を輩出し、その進路は、就職 44 名（十勝管内 44 名）、

進学３名となっています。 

 昭和 47 年度から令和６年度までの卒業時における就職者は、1,341 名でこのうち、

十勝管内への就職者は、1,178名となっています。 

 また、令和５年度に実施した看護学科卒業生への就業実態アンケート調査では、十

勝管内に就業している者の割合は、73.1％（帯広市 54.1％、十勝管内町村 19.0％）

で、卒業生が十勝管内の医療福祉施設に看護師、あるいは保健師、助産師として活躍

している実態を把握しています。 

 看護師国家試験合格率は、令和６年度は 100％の合格率であり、全国の合格率 90.1％

（新卒者 95.9％）を 9.9ポイント上回っています。 

 入学時から成績下位の学生に対する学習支援を継続して行っていますが、国家試験

では看護の現場で直面する状況が出題されるため、本学院で学修する各科目の知識を

統合して考える力や、演習・実習を通じて身につける実践的な問題解決能力を十分に

発揮できていない学生が見受けられます。そのため、「何を問われているか」を的確

に捉え、適切な解答へと導く力を積み上げることが課題となっています。 
 

③ 入学者の選抜 

入学者の選抜制度については、平成７年度に定員を 30人から 45人に増員し、推薦

選抜制度の導入及び男子学生の受入れ、平成 22 年度から社会人選抜制度を導入する

など、時代に要請に応じて教育環境の整備を図っています。 

また、進路ガイダンスやオープンキャンパスの参加機会を増やし、本学院の設立趣

旨でもある地域の保健医療福祉の向上発展に貢献できる職業人の育成を目指し、早期

の段階から本学院への進路を選択してもらい、優秀な人材確保につなげるため、令和

５年度入学者選抜から推薦選抜に指定校制を導入しました。 

 学生の確保については、令和５年度から十勝管内の看護師養成所が４校体制になっ

た影響や少子化、看護系大学志向及び首都圏・札幌圏への進学志向の高まりなどから、

本学院にとっては厳しい状況にありますが、社会情勢の変化に対応した入学者選抜制

度となるよう、導入した推薦選抜指定校制を中心に入学者選抜全体について評価・協

議しながら適宜改正を行っていく必要があります。 
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④ 学生生活支援 

学習支援について、看護教育の特殊性や学習内容・形態の変化に戸惑う学生が多い

ことから学習ガイダンスを強化し、入学後早期の個別面談を通して、学習への適応状

況を把握し、様々な機会を通じて学習への動機づけと学習方法の指導を行っています。 

個別的な学習支援が必要な学生については、入学前学習と入学時の学力評価及び学

科成績の関連をみながら継続した学習支援に取り組んでいます。 

修学支援については、対象となる学生に対し、授業料・入学料の減免措置による修

学支援を実施するとともに、給付型奨学金の手続き等のサポートを行っています。 

また、学生の中には、社会生活環境や家庭環境、対人関係上の悩み等、学習の継続

が困難な状況も見受けられることから、学生の目線に立った対応や専門家との連携が

速やかに図れるよう、学生カウンセラーを配置しています。 

今後も学院内の相談体制の充実を図るとともに、学生が様々な困難に対処しながら

自己の目標に向かっていけるよう支援していきます。 

 

（２）今後の取り組みの方向性 

 十勝管内においては、看護職の求人需要が高い状況が続いています。 

本学院は十勝地域住民の命と健康を守るため、看護の基本技術を修得し、人々の健康

課題に対して誠実に取り組み、科学的根拠をもって解決にあたる自律した専門職業人の

育成を目指して、今後も次の取り組みを進めます。 

・ 新カリキュラムを効果的に進めます。 

・ 関係機関、実習施設との情報交換と連携を深め、教育環境の充実を図ります。 

・ 学生の主体性と学習の推進を目指した個別的な学習支援を行います。 

・ 学校訪問や進路説明会を通じて看護の魅力を伝え、看護職を志す人の増加を図ると

ともに管内高校との連携を強化します。 

・ 学生相談体制の安定化を図り、学生生活支援の充実を図ります。 

 

○ 参考資料 

資料番号 内      容 掲載頁 

資料４ 卒業生の進路状況 Ｐ.14 

資料５ 入学者選抜応募状況及び入学状況調 Ｐ.15 
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○ 学内演習・講義等の様子 

 

     

R6.11.28 53期統合技術演習     R7.3.3 54期地域・在宅看護シミュレーション演習 

 

R6.6.18 55期移乗・移送 
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５ 教育に関する学識経験者の意見 

 

元帯広市教育委員会教育委員長  舩津 龍之輔 

十勝圏複合事務組合教育委員会における、教職員の資質向上を目的とした十勝教育研修センター及

び保健医療従事者の育成を担う帯広高等看護学院の両施設は、十勝で活躍する教育、医療を支える優

秀な人材育成を進めるうえで、求められる役割は大きい。 

社会を取り巻く環境が日々変化し、多様化するなかで、高度な専門的能力や専門職としての高い倫

理観、豊かな人間性などが求められているため、地域の教育、保健医療の現状を十分に認識し、その

役割を果たしていただきたい。 

 

十勝教育研修センターについては、令和６年度は第19期３か年事業計画の２年次にあたる。講座の

受講者数は、定員総数 740 名に対し、1,102 名(受講率 148.92％)と、令和５年度の 1,159 名(受講率

156.62％)と比較すると、やや下回る結果であったものの、継続して高い受講率となっている。これは、

資質向上に向けた教職員の意欲の表れであることはもとより、教職員のニーズをとらえた講座の実施

や、半日講座を可能にしたことなどによる、教職員が参加しやすい環境づくりに努めてきた成果であ

ると評価できる。 

また、受講者アンケートにおいても満足度は非常に高いものとなっていることから、一定の成果を

挙げているものと考えられる。ICT 活用など専門知識・技能講座の体系的な実施は、現場教員の授業

力を高め、児童生徒の学びの質を向上させる可能性を秘めている。引き続き講座内容の反省・改善事

項の検証を行い、確かな指導力と豊かな人間性を備えた教職員の育成に向けて、より魅力のある研修

講座の展開に期待したい。 

 

帯広高等看護学院については、令和４年度より教育課程を改正し、コミュニケーション能力と臨床

判断能力を強化する講義や演習を新設するなど、保健医療福祉の現場において対象者の多様かつ複雑

なニーズに対応した看護を実践するための指導がされている。さらに、介護・障害者施設、地域子育

て支援センターや母子保健事業の見学実習を通じて、学生が多様な実習を体験できるように教育環境

の向上を図っており、引き続き、より良い学習環境での学びの継続に努めていただきたい。 

卒業生の進路については、平成30年度に実施した卒業生への就業実態アンケート調査では、十勝管

内で就業している卒業生の割合が66.1％だったのに対し、令和５年度に実施したアンケート調査では、

７％増の73.1％の卒業生が十勝管内で就業していることから、十勝圏における保健医療従事者の育成

に大きく寄与していると評価できる。 

また、看護師国家試験合格率については令和５年度に引き続き、令和６年度も 100％を達成してお

り、学生と教員が一体となり取り組んできた成果の現れである。今後も知識の定着に向けて、効果的

な指導を行っていただきたい。 

学生の確保については、令和５年度入学者選抜より推薦選抜に指定校制を導入したこともあり、令

和４年度比で令和５年度の応募者は増加したが、令和６年度は、応募者が大きく減少した。少子化の

影響や令和５年度に十勝管内で看護師養成所が新設された影響などもあると考えられるが、引き続き

進路ガイダンスやオープンキャンパスの充実を図るなど、優秀な人材確保に向けて尽力していただき

たい。 

 

十勝圏複合事務組合教育委員会においては、十勝教育研修センター及び帯広高等看護学院の運営に

あたり、引き続き地域住民の期待に応える人材の育成を期待したい。 
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５ 教育に関する学識経験者の意見 

 

北海道退職校長会帯広会会長  九嶋 哲雄 

はじめに  

少子高齢化社会の急激な変化に対応した学校教育や保健医療のあり方が大きな課題とされる

なか、高度な知識・技能、豊かな人間性や倫理観・使命感を身につけた教職員や医療従事者の育

成が全国的に強く求められている。それはここ十勝・帯広も同じで、十勝教育研修センター、帯

広高等看護学院の果たすべき役割は極めて大きいといえる。 

上記を踏まえ、令和６年度に行われた両運営の点検と評価に関する報告書に対し、意見を述べ

る。 

    

第一に 十勝教育研修センターの運営状況の点検及び評価について   

令和６年度は第 19 期３か年計画の２年次。講座の開講実績を見ると、定員数 740 名に対し、

1,102名もの受講があった。驚くのは受講率が100％以上となった講座が28講座もあったという

こと。しかも、「国語（小学校）」、「算数」、「音楽（小学校）Ⅰ・Ⅱ」、「ICTの活用Ⅱ（中級）」の

講座に至ってはいずれも 300％超という高受講率を記録している。このことは教職員の意欲の表

れは勿論であるが、「半日受講可能講座促進」、「夏季休業中に開設する講座を増やす」といった

教職員のニーズに適切に対応した工夫が果たした役割も見逃せない。研修センター職員の不断の

研鑽に頭の下がる思いである。研修内容の受講者アンケートでも、「研修内容の質・量」につい

て、「質・量ともに良い」が 92.0％を占めており、教職員から高評価を得ている。 

教職員の働き方改革が課題となっている現在、充実した研修の確保が何より重要である。講座

開設の時期等の更なる工夫、教育現場と連携した事業計画の充実を期待するところである。 

 

第二に 帯広高等看護学院の運営状況の点検及び評価について      

昨今、看護に対する社会のニーズが広がりつつあり、様々な保健医療福祉の現場において対象

者の多様性・複雑性に対応した看護を実践する能力が求められている。そのため、令和４年度か

らの新カリキュラムでは、コミュニケーション能力と臨床判断能力を強化するための講義と演習

を新設した。更に、各専門看護学においては、演習にシミュレーション学習を取り入れ、看護技

術や問題解決能力を主体的に身に着けられるよう構成している。これらについては、目標達成へ

不可欠な取組と感じた。 

３年間の教育課程は看護師として必要な知識・技能・態度を修得させるとともに、豊かな人間

性と倫理観を養い、十勝の保健医療の向上・発展に貢献できる職業人としての育成に成果を上げ

ている。令和６年度は47名の卒業生を輩出したが、進学３名を除く44名全員が十勝管内に就職

しており、帯広高等看護学院の十勝・帯広医療への貢献度は極めて高い。 

令和６年度の看護師国家試験については何と100％の合格率。全国の合格率90.1％を大きく上

回っている。「令和４年度から３年連続受験者全員が合格」は、まさしく快挙。帯広高等看護学

院在籍学生の努力と指導者・運営組織の取組や働きかけに拍手を送りたい。 

 

終わりに 

十勝圏複合事務組合においては、十勝教育研修センター・帯広高等看護学院の運営にあたり十

分な成果を収めている。今後も、現状に満足せず更なる高みをめざしてほしいと望むものである。 
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